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伝統的建造物の修復論

１．文化財保護の歴史

２．重要伝統的建造物群保存地区

八女福島、黒木

３．伝統的建造物の価値と保存

４．伝統的建造物の保存修理

５．八女の伝統技術



文化財保護の歴史 １ （戦前）

・神仏分離令（太政官布告） 明治元年（1868）

神仏習合から神仏分離、廃仏毀釈

・古器旧物保存方（太政官布告） 明治4年（1872）

古器旧物の所蔵品の把握と目録作成、社寺全体として維持保存

・臨時全国宝物取調局の設置（宮内省） 明治21年（1888）

法隆寺調査 明治25年

・古社寺保存法（文部省） 明治30年（1897）

社寺建造物・宝物の保存、特別保護建造物 国宝

・史蹟名勝天然記念物保存法 明治44年（1911）

土地と建物の保存

（市街地建築物法 大正８年 1919）

・国宝保存法 昭和4年（1929）

国、地方公共団体、個人等の所有物まで広げる、輸出行為の禁止

・重要美術品等ノ保存ニ関スル法律 昭和8年（1933）

海外への流出を防ぐ



文化財保護の歴史 ２ （戦後）

・法隆寺の修理 昭和9年～31年

保存の法律・行政・手法の基礎が作られる

法隆寺金堂火災 昭和24年

・文化財保護法 昭和25年（1950）

指定・管理・保存・活用・調査の体系的整備、保存行政の強化

・文化財保護法改正 重要伝統建造物群保存地区 昭和50年（1975）

八女福島 重伝建地区に選定 平成14年（2002）

黒木 重伝建地区に選定 平成21年（2009）

・文化財保護法改正 登録文化財（建造物） 平成8年（1996）

・文化財保護法改正 文化的景観、登録制度の拡充 平成16年（2004）

・景観法 平成16年（2004）

・歴史まちづくり法（文化庁・農水省・国交省） 平成17年（2005）

「歴史的風致維持向上計画」の認定、「歴史的風致形成建造物」の指定

政策の一元化

・観光立国推進基本法 平成18年（2006）



法隆寺金堂火災 昭和24年



仙北市角館 武家町

南木曽町妻籠宿 宿場町

白川村荻町 山村集落

京都市産寧坂 門前町京都市祇園新橋 茶屋町

萩市平安古地区 武家屋敷

萩市堀内地区 武家屋敷

重要伝統的建造物保存地区選定 昭和51年



全国の重要伝統的建造物群保存地区 112地区（2016年現在）

伝統的建造物群は、文化財保護法により「周囲の環
境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な
建造物群で価値の高いもの」とされる文化財です。市
町村、市町村教育委員会は、伝統的建造物である建築
物や工作物と共に、これと景観上密接な関係にある樹
木、庭園、池、水路、石垣等を環境物件として特定し
ます。また、これらを含む歴史的なまとまりをもつ地
区を、伝統的建造物群保存地区として決定し、保存を
図ります。国は市町村の申出にもとづき、わが国に
とって特に価値が高いと判断されるものを重要伝統的
建造物群保存地区に選定し、市町村、市町村教育委員

会の取り組みを支援します。

重要伝統的建造物群保存地区選定基準
伝統的建造物群保存地区を形成している区域のう
ち次の各号の一に該当するもの
（一）伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀

なもの
（二）伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持

しているもの
（三）伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域

的特色を顕著に示しているもの



１．修理基準・・・景観的特性
特定された建造物及び環境物件の維持
建造物の修理は景観的特性を伝えるための外観の維持と復原

２．修景基準・・・空間的特性、景観的特性
景観的特性の回復のために伝統的建造物以外の建造物の
新築・増築の際、伝統様式にのっとった修景

３．許可基準・・・空間的特性
空間的特性の継承のために町並みの景観を損なわないように
最低限満たすべき基準

伝統様式に拘束されない新たな建築様式を生み出す可能性
→将来に判断を委ねる（平成の町家）

保存計画の策定 前回大森教授より



八女福島と黒木の空間的特性と景観的特性

八女福島の町並み 黒木の町並み

1.空間的特性
・近世初期 福島城下の成立
・往還道に沿って連続した均質
な地割り、町割り

・奥の深い高密度な空間を利用
もやい壁、中庭と土蔵・離れ

2.景観的特性
・入母屋妻入り居蔵の町家建築

江戸後期～明治期
・多様な形式

平入、真壁、草葺き
・古松町の職人と宮野町の商人
・道路拡幅と軒切り

1.空間的特性
・近世初期の矩折れの街路
・中井手用水と黒木廻水路の
整備

・町並みの出入口としての結界
素戔嗚神社、津江神社

2.景観的特性
・中塗り仕上の居蔵の町家建築

明治11年の大火、青石張り
・用水と酒蔵・醤油蔵、廻水路
と蔵・座敷備えた離家
清流、玉石護岸、畑地、
小堂

・道路拡幅と軒切り

前回大森教授より



八女福島の町並み 黒木の町並み

空間的特性要素 空間的特性要素福島城下町空間復原図より 地籍復原図より



八女福島の町並み 黒木の町並み

景観的特性要素 景観的特性要素

妻入り入母屋の居蔵 妻入り入母屋の居蔵 中塗り仕上



■伝統的建造物（文化財）の価値と保存

１．伝統的建造物の価値

・時間の蓄積としての価値

・地域の個性としての価値

・資料としての価値→そこにしかない意匠や技法、学習の場

２．なぜ伝統的建造物を残すために苦慮するのか

・利便性、経済性、効率性を優先→時代の変化に対応できるか？

物理的理由よりも社会的理由→使い勝手が悪い、狭い、暗い、寒い

・新しいものをもとめる風土

・維持管理費、相続の問題

・所有者、設計者、施工者、行政の意識と連携→積極的か

金銭的支援（助成金）→伝統構法と在来工法の差



３．保存と開発

・開発しなければ保存できるか？

保存地区と都市計画道路（保存と開発が同居）・・・八女福島

４．保存と活用

・活用は保存のための必要条件か？

美術品は保存のみ（博物館・美術館は公開）

・活用ありきで修復されていないか？

・リノベーション（改修・用途機能変更）は保存か？

・ＤＩＹで修復は可能か？

・何もしないことが価値を破壊しない→最低の修復

５．保存と保護

・解体はいつでもできる、取り敢えず残す→応急措置

・頑張らない、しかし、あきらめない

・伝建制度（助成）はいつまで続くか



1414

保存と整備

都市計画道路拡幅を廃止

保存地区と都市計画道路



６.調査（目的と種類）

１．悉皆（しっかい）調査 １＋２・・・伝統的建造物群保存対策調査

・全体把握

・類型の把握（平面、架構、構造形式、細部）

・建立年代の整理

２．指定・選定・登録のための調査 ２＋３・・・伝統的建造物調査

・現状の把握：建物調査（図面作製）、建築年代

・建造物の変遷（復原とその後の改変）：痕跡調査、史料・聞取調査等

・建造物の特徴の明確化：類例調査

・史料・聞取調査等

３．修理・復原のための調査（修理前・修理中）

・破損調査、技法調査、番付調査、科学調査

・痕跡調査、聞取調査、史料調査、発掘調査等

・地盤調査、耐震診断等

４．維持管理のための調査



７．復原と後世の改変

・建造物の変遷を明確にする

痕跡、計画方法の推測、類例調査、古写真、古図面、絵図、聞取調査

復原と復元

・復原：増改築の履歴を調査し本来の姿にもどすこと

痕跡、旧材、礎石、文献・絵図・写真史料による

・復元：かつてあったのに失われた建築物や工作物を図面や古写真など

を根拠として再建すること

発掘調査、出土物調査、民俗（族）調査、絵画等資料調査による

※八女福島、黒木地区には復元して再建したものはない



８．修理と修景

修理とは伝統的建造物を履歴調査に基づき然るべき時代の姿に復原

する為の行為（工事）をいう。

修景とは伝統的建造物以外のものを周囲の歴史的風致に調和するよ

うに配慮して新築、増築、改築する行為（工事）をいう。

萩市浜伝建地区 新築修景 八女福島伝建地区 新築修景（街環事業）



■伝統的建造物の保存修理

１．修理計画

・文化財の価値を見極める 特徴を見出す

当初の形、後世の改変を調べる、痕跡・史料・周辺類例の調査検討

・現状変更の検討

修理部分、復原部分、撤去部分の仕分と明確な根拠

復原は当初とは限らない、その建物が輝いた時代（宮本教授）

※現時点では八女福島・黒木共、軒切り以前に戻せない

・将来を考慮

保存維持しやすい形、規模（減築）、保存方法

指定文化財になるかどうか、指定を目指すかどうかを検討する

記録を残す

・総合的に検討

事業費、事業期間、建造物の価値・特徴、活用



八女福島の町家の間取型



八女福島の町家の間取型
その２

３列４室型

居蔵平入型



居蔵妻入型 居蔵平入型 居蔵鉤屋型

真壁妻入型 真壁平入型 真壁草葺型

八女福島の町家の類型



八女福島の町家の軒切り



八女福島の町家の軒切り

平井家 丸林家北棟

軒切りを免れた町家 軒切り後、柱間装置が
残った町家



昭和初期の軒切りで前下家がなくなる

唯一、軒切りの影響を免れた平井家

枡形 正面 坂口家



八女福島の町家のもやい壁



２．修理の基本方針

・全解体修理、半解体修理、部分修理、屋根葺替え等からなる

何もしないことが最善であるが・・・

・修理の姿勢

建造物の価値を守る→慎重に誠実に調査検討

（先人に敬意を払う）

見劣りする部分も特徴→立派にしない

「チャチ」「部材が細かすぎる」「粗悪」

保存とは継続して修理することで次回の修理を想定する

改悪するより最小限の修理の方がよい

オーセンティシティ（真実性）のある修理を心掛ける



全解体修理
加藤家

半解体修理
佐藤家



下家解体修理
上野家

部分解体修理
荻野家



見劣りする部分（庇）
きんぷく亭



３．修理の手法

・可能な限り旧材を再用する

新材に交換する場合は同技法、同種、同等材料

解体した部材は元の位置へ戻す（番付を行う）

可逆的方法で(次代に元に戻せる)

繕い（埋木や継木）は1分程度増す

・新補材の区別

烙印、墨書で修理年を入れる

・次世代へ資料を手渡すということ

一つの部材でも残す 全部を交換しない

特に痕跡の多い柱は小屋裏等に保存 情報が沢山ある



繕い
埋木・継木 1分程度増す

久留米 坂本繁二郎生家 明永寺山門



垂木のたわみ 母屋を入れて補強 樋口家

再用した割竹簀（番付） 旧木下家住宅



修補材に烙印 旧木下家住宅



柱を交換 旧材を小屋裏に保存 佐藤家



４．復原

・当初材、中古材を仕分け

・痕跡を調査する

・古図面、古写真などの史料を探す

・地区内の類例調査を行う

・建造物の履歴を明らかにする

・根拠が明確なもの→復原する

・根拠が不明確なもの→整備（修景）する

→地区内に存在する同時代の類型より

・調査で不明な履歴は解体工事に入って明確にする

「解体」とは基本的に手作業で丁寧に分解して格納することを示し、

「撤去」とは不要な物を廃棄処分する事を示す。解体作業は履歴を

ふまえた調査そのものである。



許斐家（このみ園） 西・中棟 江戸後期（推定）

修理前

修理後 内部拝見場修理後 日除けの復原

古写真（昭和初期）



許斐家（このみ園）



許斐家（このみ園）離れ座敷 補強柱



現況修理（計画）

保存と整備（可逆的に） 畳から板張りに（また畳に戻せるように）

木パッキンで高さ調整



修理前

明永寺山門・塀 貞享期 推定 山門 一間一戸 四脚門

梁の入れ替え

昭和28年の古写真

塀の土壁トレンチカット修理後





土壁（真壁）を復原できなかった小石原家 修理後 外観

初回の修理工事で全て復原できない場合がある→記録する

土壁（大壁）を復原できなかった許斐家 修理後 内部



記録 （参考）佐賀県塩田地区



■八女の伝統技術 基礎



■八女の伝統技術 竹木舞



基礎石（丸石）にゲージを合わせる 柱の根本をそのゲージに合わせて
窪みをつける
外側は紙１枚入る隙間をつくる

ひかりつけ



家揚げ 家起こし 仕口が壊れないように少しづつ
ジャッキや大砲などで上げ、起こす

家揚げ 家起こし



柱の根継ぎ 継手は主に金輪継ぎを用い、
既存の土壁解体は最小限にする

柱の根継ぎ

塩田重文（西岡家）
の柱の根継ぎ

四方蟻継ぎ



解体した土壁を再用
1/2まで
1年寝かす

中塗り用にコシ器でこす

土（荒壁と中塗り）づくり



竹木舞 大壁の場合、柱・桁などには
割竹にわら縄を巻いて打ちつけ
荒壁を塗る

荒壁（大壁） 解体した土を半分まで再用
する
大壁の場合、わら縄のひげこ
を下げる

木舞掻きと土壁



漆喰の天然糊づくり
銀杏草を煮沸し、のりをつくる

漆喰づくり
貝灰・スサ・天然糊を混ぜる
密封しておけば１年間保存可

漆喰づくり

市販の「城かべ」（田川産業）を使用するケースが多い



焼杉板



既設瓦を叩いて音で再用できるか調査

瓦葺き

本瓦葺き（古瓦再用）
土で筋葺きをする



修理の課題事例 大壁の軒裏及びケラバ



伝統的建造物の調査の手法

１．修理、復原のための調査

２．実測調査

３．実測調査の図面の描き方



■修理、復原のための調査

・実測調査

寸法 実測寸法（野帳・図面は実測値で記述）

計画寸法 基準寸法、心々制、内法制

痕跡：仕口、継手、仕上痕

仕上痕：槍鉋、蛤刃手斧、台鉋、平刃手斧、手挽、丸鋸、帯鋸

材の仕分け

当初材、中古材、新規材の仕分

番付（組み合わせ番付、時香番付、まわり番付、方位番付 など）

軸部が組み合わせ番付、小屋組がまわり番付

・史料（棟札、棟札写、普請帳、家相図、記録、地誌類、絵図ほか）

・聞き取り調査

・発掘調査、科学調査（材料成分ほか）、類例調査、地盤調査、耐震診断

・破損調査

物理被害（不同沈下、倒れ、折れ、たわみ、曲り、欠材）

生物被害(腐朽、蟻害)



１．実測寸法と計画寸法

・実測寸法から計画寸法を読み解く

※計画寸法は容易ではない

・尺寸で計るのが望ましい 記述例：6.50（尺）、 0.305（尺）

長さについて

・1尺の長さ：

明治42年(1891)：度量衡法の制定1尺＝1ｍ/33≒0.303ｍ

・1尺の長さは現場ごとに異なる

尺伸びなどもある

間（マ、ケン）について

・柱と柱のあいだの数、例 桁行5間、梁間4間、実長とは無関係

・長さ：1間＝7尺→6.5尺→6.3尺（太閤検地）→6.0尺（徳川幕府）

6尺5寸：「京間」、6尺：「関東間」「田舎間」

・部屋名「○○の間」 例「広間」「寝間」「床の間」「茶の間」



２．計画方法を探る

心々制と内法制
・柱内法制：畳を敷詰める、角柱の使用

・畳・建具の規格 畳割 ６．３０×３．１５ 建具 ５．７０

・京間 ６尺５寸 中京間 ６尺３寸 関東間 ６尺

例 ６畳の部屋の柱間（柱大きさＤ＝4寸角の時）



３．史料 棟札

旧木下家住宅離れ座敷 棟札

霜
柱
氷
の
里
に
雪
の
桁

雨
の
垂
木
よ
露
の
葺
草

石川家（旧古池家） 棟札



史料 墨書

許斐家土蔵 棟木の墨書



史料 普請帳など

寺崎家 普請帳



史料 家相図

福岡 次郎丸 柴田家 家相図



史料 刻書（刻名）

渡辺家 鬼瓦の刻書（刻名）

明
治
十
二
卯
年



史料 古写真

昭和21年・22年？ 米軍空撮



史料 古写真

昭和５年国産品奨励写真帳（軒切り前）



史料 絵図

福島八幡宮 絵図



史料 絵はがき（写真）・古地図 他

絵はがき

古地図

他に登記簿謄本（閉鎖）

字図（閉鎖）

市史 など



４．痕跡 柱と壁・鴨居と敷居

民家のみかた調べかた より



痕跡 柱

辺付 横エツリ竹受け

辺付

貫と

エツリ（丸竹）

腕木と持送り



痕跡 柱間装置



痕跡 柱間装置

大戸 上桟受け金物 大戸 上桟受け

大戸 吊り上げ金物 大戸

蔀戸 柱溝

蔀戸



痕跡 仕上げ痕（大引）

平刃手斧 蛤刃手斧

16世紀頃まで

糸島 高祖神社本殿 天文10年(1541)

大引



大川市 志岐家 番付は仮番付

５．痕跡図



旧木下家住宅離れ（堺屋）

痕跡図



６．組み合わせ番付



■実測調査

・調査 調書 所有者への聞き取り、家伝、古写真、棟札

墨書、文書 など

図面 現場ではスケッチ（できるだけ細かく）

写真 外観、内観、意匠的に優れている所

※家を建てた先祖に敬意を払う意味でごあいさつ

（仏壇、神棚にお参りする）することを忘れてはならない

・調査図 配置図、各階平面図、断面図（梁間・桁方向）

各伏図、詳細図

（注意）寸法はまるめない 例1,981→1,980

床下・小屋裏にも入り、入念な調査が必要

解体が可能なところは、解体調査する





調査道具

方眼紙A3・調査表（伝統的建造物履歴調査票）・ノート・

画板A3以上・鉛筆・3色ボールペン・消しゴム・封筒・

コンベックス（長7.5ｍ表裏尺寸(大)、長3ｍ尺寸付(小)）・

矩尺（尺寸目メモリ2本）・薄い金属製定規・

方位磁石(コンパス)・懐中電灯・電卓・

カメラ（広角レンズ付が望ましい）・ヘルメットもしくは帽子・

投光器・巻きコード・はしご（脚立）・敷物・

レーザー墨出し器・トレーシングペーパー・刷毛



■実測調査の図面の描き方

配置図・平面図
フリーハンドで描く ※定規などは使わない

配置図
・屋根伏せ
・門や植栽なども描き込む

平面図
・スケッチ 1間を2ｃｍ
・順序 全体の規模→基準線→間仕切り→柱→壁・建具

→目地→部屋名→寸法 痕跡なども
・寸法はできるだけ尺で計る
・間取りの部屋名はカタカナで
・天井の竿方向と本数、長押も描き込む
・隅木があれば描き込む



柱間装置の記号（参考）

民家のみかた調べかた より



平面の描き方１ （丸林本家離れ座敷の場合）

・2㎝を1間とする(規模が小さい場合は4㎝を1間としても可)

・全体の規模を確定する
・柱から描かない
・建物名、実測年月日、実測者名を記入する



平面の描き方２

・部屋の間仕切りの中心線を描く
・全体の規模に間違いがないか、再度確認する
・隅木がある場合は描くと上屋と下家の区別が付きやすい



平面の描き方３

・柱を描く
・柱の大きさは実際より大きくかいても構わない



平面の描き方４

・柱間装置(建具・壁）を描く
・建具の略名を書き込む
・目地を描く



平面の描き方５

・寸法、柱間仕上げを書き込む
・聞き取り調査で得られた部屋名をカタカナで書く
・天井竿の方向、長押を描く
・図面が描けるか、特に正面側面の寸法を確認する
・判る範囲で痕跡を描く（解体調査でより確認する）



平面の描き方６

平面の描き方 ６
・犬走りなどを書き込む(場合による）
・図面名、方位、スケールを書き込む



調査報告

１．調書

建立年代と根拠

構造形式・規模

細部

復原と後世の改変

評価：特徴（類例との比較）とその背景（物語）

２．図面

配置図（屋根伏）、平面図、復原平面図、ほか断面図

３．写真

外観→内観→細部

露出に注意



ご静聴ありがとうございました


